
 

1 
 

カジノ管理委員会第３２回会議の開催状況 

  

第１ 日時、場所及び出席者 

１ 日時  

令和３年２月４日 １４時１０分～１４時４０分 

２ 場所  

web形式により開催 

３ 出席者  

○北村委員長、氏兼委員、渡委員、遠藤委員、樋󠄀口委員 

○徳永事務局長、並木次長、徳田総務企画部長、坂口監督調査部長、日野企画課長（議事

担当課）、住友監督総括課長（議事担当課） 

 

第２ 要旨 

１ 議決事項 

なし。 

 

２ その他の案件 

（１）カジノ事業等の規制（これまでの議論に基づく論点整理(8)）について 

監督調査部長より、カジノ事業等の規制（これまでの議論に基づく論点整理(8)）に

ついて説明があり、主に以下の点について検討した。 

 

・カジノ管理委員会の行政手続のオンライン化の基本的な考え（下記、IR 整備法第七十

条、八十三条、百九条参照） 

（入退場時の本人確認等） 

第七十条  

２ カジノ事業者は、入場者（本邦内に住居を有しない外国人を除く。次項において同じ。）が前 

条第四号又は第五号に掲げる者に該当するかどうか（以下この条において「入場等回数制限対象 

者該当性」という。）について前項の確認をするに当たっては、カジノ管理委員会規則で定める 

方法により、カジノ管理委員会に対し入場等回数制限対象者該当性についての照会（第五項にお 

いて単に「照会」という。）をしなければならない。この場合において、カジノ管理委員会は、 

カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、カジノ事業者に回答するものとする。 

３ カジノ事業者は、入場者をカジノ行為区画に入場させたとき及び当該入場者がカジノ行為区画 

から退場したときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、直ちに、当該入場者の本人 

特定事項その他のカジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければなら 

ない。 
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（特定資金移動履行保証金の保管替えその他の手続） 

第八十三条 前三条に規定するもののほか、カジノ事業者の所在地の変更に伴う第八十条第一項 

又は第八十一条第二項の規定により供託された特定資金移動履行保証金の保管替えその他特定 

資金移動履行保証金の供託に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則・法務省令で定める。 

 

（取引の届出等） 

第百九条 カジノ事業者は、顧客との間で、カジノ業務に係る取引のうち、チップの交付等をす 

る取引その他の政令で定める取引であって、政令で定める額を超える現金の受払いをするもの 

を行ったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該取引の内容、 

金額その他カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に届け出なければならな 

い。 

 

 

・デジタル手続法に基づくカジノ管理委員会規則で定める主な事項（下記、デジタル手続

法第六条、第十八条等参照） 

（電子情報処理組織による申請等） 

第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他    

のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定める 

ところにより、主務省令で定める電子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電子計算機（入出 

力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で 

接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。）を使用する方法により行うことが 

できる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関 

する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申 

請等に関する法令の規定を適用する。 

３ 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行 

政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等 

に到達したものとみなす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されてい 

るものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等について 

は、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政手続にお 

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第 

二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。）の利用その他の氏名又 
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は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。 

５ 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他 

の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法によ 

り行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組 

織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもっ 

てすることができる。 

６ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面 

等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項 

の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分 

がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のう 

ち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第二項中「行われ 

た申請等」とあるのは、「行われた申請等（第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限 

る。以下この項から第五項までにおいて同じ。）」とする。 

 

（主務省令） 

第十八条 この法律における主務省令は、手続等に関する他の法令（会計検査院規則、人事院規 

則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規 

則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及 

び原子力規制委員会規則を除く。）を所管する内閣官房、内閣府又は各省の内閣官房令、内閣府 

令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報 

保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安 

全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事 

院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員 

会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規 

則又は原子力規制委員会規則とする。 

 

以上 


